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移譲，そしてこれを個人住民
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基礎自治体である後者への影
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評価にあたっては，次の２点
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府はいわゆる「骨太方針
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１つであるが，地方税源拡

県と市町村の双方に関わる

が決定的に重要である。
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小論の課題

村間で人口規模，産業構造，

への異なる影響の問題が核心
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は，第一に，個人住民税所得

財政力に大きな差異がある

的位置を占める。第二に，

（所得割）の拡充に関するシミ
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交付税依存度を低下させる度
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町村を事例に個人住民税（所

スについて「三位一体改革

人住民税拡充と財政移転縮

合いが示されることである

影響を総括することであ

得割）の比例税率化のケー
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小との相殺によって財政自
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の規模は依然として大きくなることが導かれる。
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．「三位一体改革」

と個人住民税拡充の位置

一体改革」に関する当面の政

である。 改革期間は 年度
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経費は８割とする）および地方

と税源移譲シミュレーショ

策は「骨太方針
）
」に明示

までの３年間， 公共事業を

税源移譲（税源移譲の目標は

の課税自主権の拡大， 地方

ン

されている。その主な

含む４兆円程度の補助

義務経費が補助金削減額の

交付税の財源保障機能

の縮小および不

し，改革の具体

十分に知ること

この改革には

金の廃止・削減

算ベース都道府県

費負担金（都道

や交付金の見

交付団体の割合の拡大， 地

化には各省庁の抵抗や政治的

ができ，誰の目にも明らかで

「三位一体」と呼ばれるよう

（一部一般財源化）」は，実現

兆円，市町村 兆円）の

府県 兆円）の全額廃止，そ
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方財政計画の歳出の徹底的な

要因などにより紆余曲折があ
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に３つの側面がある。第一
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稿のスタンス

第一に，比
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活用方法が重要なポイントに
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より高いのに対し，都市自治
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を前提とするが，後者では低
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である。その理由として次

て農村自治体で税収の増加

体ではどちらもより低くな
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各納税者の個人住民税の負担

所得層で著しく高いのに対

と思われるからである。本

の２点が考えられる。

率，したがって納税者負担

ることである。というのは，

在，農村地域において低く，
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自治体財政のあり方が鮮明に

でみるケースが大部分であっ

らに具体的に説明される。

ションの問題点

の方法を検討するために，

あてる。

て，シミュレーション分析は

みえてくるからである。従

たが，兼村高文教授らによ

従来のそれを整理し，その

強いインパクトを与える
）
。

来，都道府県に比して市町

る市町村民税均等割額の引

上げと所得割

廃止と所得
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影響の違い

白書』 年

消費税の「

に基づいて，
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割の「 ％比例税率化」の両

（千葉県内，島根県内）が対象と

が明確になっている点に大き

月），岡本直樹・吉村恵一両氏

％化」）は「三位一体改革」に

地方交付税や国庫補助負担

引上げ（３％，５％，７％の３

モデルでは統計の収集や加工

されている。兼村論文では都

な意義があったといえる
）
。内

のシミュレーション（所得割

多大な影響力を持つ「骨太

金も加味して行われ，「改革」

ケース）」，また，均等割の

が容易になったことから

市部と農村部の団体への

閣府（『平成 年版経済財政

の「 ％比例税率化」，地方

方針」およびその関連議論

の具体化に有益な素材を

提供している

岡本・吉村

収増加見込額

税額から現行

譲額の都道

化」の第一の

まえ，両氏は

）
。

両氏による「比例税率化」シ

（税源移譲額）は所得割の課

算出税額を引き，所得割の徴

府県と市町村の配分割合（率

特徴がある。例えば，理論

道府県民税３％，市町村民

ミュレーションをみると，

税標準額の合計に（比例）税率

収率を乗じて算出される。

）と同じであると考えること

的に ％で約 兆円の税収増

税７％と設定しているので，

各府県・市町村における税

を乗じて得た改革後算出

その税率は地方への税源移

ができる点に「比例税率

加見込額となることを踏

「３ ７ １兆円 ２兆円

強」となる。

る（総務省

円）」は，道

しくなる。

「 ％比例

らにはその実

市町村全体（ 年度）で言

『平成 年度市町村課税状況等の

府県民税と市町村民税の算出

税率化」は理論的に３兆円強

施に関わる基本的かつ核心的

えば，「（ 兆円×

調』 ）。「３％（

税額（ 年度）の比率である

の増収となる，という言い方

な議論が欠けている。課税

兆円）×徴収率」で近似す

兆円）」と「７％（ 兆

「 」におおよそ等

は間違いではないが，彼

標準額の合計では現行の複
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という議論の段
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得金額階級，さらに各納税者

や課税ベース，各納税者の税

階で大きな意味を持つとは
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の所得の程度を完全に無視し

負担の変動に対する調整との

必ずしもいえなくなる。「三位

ている。また，国の所

関係をどうするのか，

一体改革」の成否を握

る税源移譲が急

明確，かつ十分

額の合計を除し

する必要がある

後者と違い前者

ことができる。

低・中・高所得

がれる状況では，現行システ

な説明責任を果たすことが求

て算出される「平均負担率

。これらを同じに考えること

では改革前後の数値を算出す

さらに各課税所得金額階級で

層の税負担の変化を明確にす

ムに沿った実践的な議論を展

められる。そのためには課税

」という概念を用い，これと

ができる点に「比例税率化」

ることで各府県・市町村の税

求められる「負担率」（ 所

るために有効となる。これら

開し，納税者に対して

標準額の合計で所得割

「（比例）税率」を区別

の第二の特徴があるが，

負担の変化を把握する

得割額／課税標準額）は，

の導入にきわめて重要

な意義がある。

従来の個人住

住民税が応益性

視する論者にも

民税の曖昧さが

実現可能性の点

所得割の「 ％

ない比例税率化

民税拡充シミュレーションの

（負担分任）と応能性（所得課

有効なインパクトを与えて

あり，税源を拡充したときに

ではどちらにウエイトを置く

比例税率化」の設定は（現行

か，という問いを投げかけた

問題はそれだけにとどまらな

税）の両特性を持っている点

いる。しかし，シミュレーシ

その矛盾が指摘される」と述

ことが望ましいか，について

の）軽度の累進税率（の維持）

点で重要な意義を持つ。しか

い。兼村論文は現行の

を踏まえ，いずれを重

ョンに際し，「そこに住

べるものの，その結果，

は触れていない。また，

か，あるいはそうでは

し，これについてもイ

ンプリケーショ

合意が形成され

に値する
）
。

これまでの個

「平均負担率」

因があるといえ

ンを明確にしていない。これ

ているとは必ずしもいえない

人住民税所得割拡充のシミュ

ないし「負担率」と「税率」

る。

らは従来の研究や論争のなか

ため，その作業を行うことは

レーションでは，その意味づ

の区別が十分に認識されてい

で，理論上いずれかで

かなりの影響を与える

けが行われていない。

ない点にその主たる要

３．独自のシ

個人住民税の

これらのケース

ために，独自の

入する。

現行の所得割

兆円）

ミュレーションの方法

税率のあり方には比例税率化

における「三位一体改革」の

手法として課税標準額に対す

の課税標準額に対する「平

，市町村民税で ％（

と現行の軽度累進税率の堅持

シミュレーションを行い，そ

る「平均負担率」および「負

均負担率」は道府県民税で

兆円／ 兆円）

という２つがありうる。

の含意を明らかにする

担率」という概念を導

％（ 兆円／

である（『平成 年度市町

村課税状況等の調

対する「負担率

円），「 万円

％（

円），「 万円

レーションでは

』）。また，前者では２段階，

」を求めると，前者では「

超」で ％（ 兆

兆円／ 兆円），「

超」で ％（ 兆円

「３兆円強」を用いると，ど

後者では３段階の課税所得金

万円以下」で ％（

円／ 兆円），後者で

万円」で ％（

／ 兆円）が得られる

の水準で「比例負担率化」を

額階級の課税標準額に

兆円／ 兆

は「 万円以下」で

兆円／ 兆

。「比例税率化」シミュ

はかる，言いかえれば，
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いくらの「平

３％と７％の

税源移譲

「三位一体改革

均負担率」を設定することが

合計「 ％の比例税率」とし

額を地方全体で 兆円と設

」と個人住民税拡充論（ 田）

できるのか，ということに

て実施されるかどうかは別

定し，道府県民税と市町村民

なる。結果的に，それらが

問題である。

税の「所得割額」の比率

「 （約

れる（『平成

になるように

率とし，「

％を加え

万円以下」

超」では

兆円） （約 兆円）」に応

年度市町村課税状況等の調』）。

上乗せする逆進負担率を各段

万円以下」の階級では現行

る。税収増加額は 兆円と

では現行の ％に ％，

％から ％を引く。税収増

じてそれを配分すれば，「

各「負担率」が同じになり，

階で求めればよい。道府県

の ％に ％，「 万円

なる。市町村民税では

「 万円」では ％に

加額は 兆円となる。な

兆円 兆円」が得ら

かつ 兆円， 兆円

民税では ％の平均負担

超」のそれでは ％に

％の平均負担率とし，「

％を加え，「 万円

お，市町村で７％の平均負

担率にすると

「負担率」

シミュレー

県民税，市

兆円とな

では「１％」

率引上げ」は

についても同

， 兆円の税収増加となる

を用いると，現行の軽度の累

ションを行うことができる。

町村民税の順で各階級 ％，

り， 兆円と 兆円に対

，「２％」の税率引上げにな

現行システムにおける税負担

様のことがいえる。なお，兼

。

進税率（３段階）を前提とし

税源移譲額が地方全体で 兆

％の「負担率」引上げで

する近似値を得ることがで

ることが想定される。兼村論

の公平性を確保できること

村教授によるシミュレーシ

た「一律負担率引上げ」の

円であるとすれば，道府

税収増加額は 兆円，

きる。システム改革の段階

文が示すように，「一律税

から，「一律負担率引上げ」

ョンでは，その性格上，税

源移譲額（地

率」を「負担

「比例負担

者に比して前

上げ幅は小さ

と違い前者で

者ほど負担

方全体）およびその都道府県

率」に読み替えれば税収増加

率化」と「一律負担率引上げ

者では所得水準の高い都市自

く，逆に所得水準の低い農村

は低・中・高所得層で税負担

軽減，それが低い納税者ほど

と市町村の配分割合が設定さ

額を算出することができる

」が持つ性格の相違点は次の

治体ほど税収増加率，した

・過疎自治体ほどそれらが

の変化が大きく異なる。つ

負担増大となる。市町村民税

れていないことから，「税

。

２点である。第一に，後

がって平均的負担水準の引

大きくなる。第二に，後者

まり，所得水準が高い納税

所得割の「 ％比例税率

化」では，低

して大きな格

が財政自立化

た実践的な議

なくとも両タ

税源移譲

県民税で

所得層の「負担率」は現行の

差がある。「５％台（市町村

に逆行していくことになると

論を幅広く展開し，納税者に

イプのシミュレーションが提

額を 兆円とすれば，個人住

％，市町村民税で ％の合計

倍増大し，「 ％一律負

民税）の比例税率化」にすれば

いうことができる。いずれ

対して明確，かつ十分な説

示されなければならない。

民税所得割の「比例税率化

％の「平均負担率」，現

担率引上げ」の 倍に比

，より多くの都市自治体

にせよ現行システムに沿っ

明責任を果たすためには少

（比例負担率化）」では道府

行の累進税率を前提とした

「一律負担率

げが有効とな

これまでの

額に対する

なる。第二

（歳入に占める

引上げ」では道府県民税，市

る。

議論の小括として次の２点を

「平均負担率」という概念を導

に，「 ％比例税率化」では

地方税の割合）の上昇はそれほ

町村民税の順で各階級 ％

強調しておく。第一に，個

入すると，税源移譲シミュ

，都市自治体において税収増

ど大きくならない。これは

， ％の「負担率」引上

人住民税所得割の課税標準

レーションの意味が明確に

加率は低く，財政自立度

財政分権を推進するために

（ ）
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表１ １

望ましくないこ

４．「三位一

都市と農村，

この分析では全

とを示唆している。

体改革」シミュレーションの

また個々の団体への「三位一

体として都市地域である大阪

方法

体改革」の影響は次の方法に

府，広大な農村地域を持つ京

よって明らかにされる。

都府の全市町村を対象

（ ）



「三位一体改革」と個人住民税拡充論（ 田）

表１ ２

にする。これ

からなり，順

（ 年３月現

第一に，国

普通建設事業

によりシミュレーションに普

に市が ， ，町村が ，

在）を含む。

庫補助負担金の廃止・縮小で

費府支出金のうち「国庫財源

遍的意義を持たせることが

であり，京都府では過疎法

ある。普通建設事業費支出

を伴うもの」も同様の措置

できる。両府ともに 団体

の指定による の過疎団体

金の１割削減とし，さらに

をとる。縮小額の８割を基

（ ）
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表２ １

準財政需要額に

第二に，個人

つまり「 万

（ ）を乗じ

（ ）を乗じ

「 ％の一律

振替える。

市町村民税所得割の「 ％

円以下」であれば課税標準額

て得た額をそれぞれ足すこと

て得た額を引いて税収増加額

負担率引上げ」では各階級の

の比例負担率化」である。課

に ％（ ），「

によって算出された額から，

を算定する
）
。

課税標準額に ％（ ）

税所得金額の階級別，

万円」であれば ％

「 万円超」で ％

を乗じて得た額をそれ

（ ）



「三位一体改革」と個人住民税拡充論（ 田）

表２ ２

ぞれ足すこと

第三に，地

基準財政

合）を乗じる

革後の基準財

基準財政

によって税収増加額を算出す

方交付税である。これについ

収入額については，税収増

ことによって基準財政収入額

政収入額を算出することがで

需要額については，これに

ることができる。

ては次の３段階の算出方法

加額に （基準財政収入額に

の増加額を得る。現行の基準

きる。

大都市（政令指定都市）で ％

を設定する。

算入される標準的税収入の割

財政収入額を加えると改

（ ），都市（大都市を

（ ）
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表３

表４

除く「市」）で

は 年度

％（ ），町村で ％（

の基準財政需要額の減少率

）を乗じて得た額を「縮

（ ％， ％， ％）を

小額」とする。これら

反映させている。次い

で，普通建設事

額」を引けば，

から引けば改革

普通交付税

．改革後の

．改革後の

業費支出金に を乗じて得

基準財政需要額の減少額を算

後の基準財政需要額となる。

額については，

基準財政需要額 改革後の基

普通交付税額 現行の普通交

た額に を乗じることによ

出することができる。これを

準財政収入額 改革後の普通

付税額 改革による普通交付

って得た額から「縮小

現行の基準財政需要額

交付税額，

税減少額

（ ）



とする。な

第四に，地

第五に，歳

「三位一体改革

お，調整額は算定に加味して

方債である。普通建設事業費

入総額である。税収増加額か

」と個人住民税拡充論（ 田）

いない。

支出金の１割に相当する額

ら普通交付税，普通建設事

を地方債発行縮小額とする。

業費支出金，地方債の各削

減額を引けば

することがで

「 」と「

引上げ」の両

にとっていか

る。 個人市

自立度（歳入

歳入変動額を，次いで歳入総

きる。なお，本シミュレーシ

」でみるように，個人市町

ケースによる「三位一体改革

なる意味を持つかを明らかに

町村民税所得割額の「平均

に占める地方税のウエイト）の

額から歳入変動額を引くと

ョンは 年度決算ベース

村民税所得割の「比例負担率

」シミュレーションが都市

するためには，次の６つの

負担率」の変化， 地方税増

変化， 普通交付税減少率（

，改革後の歳入総額を算出

で行う
）
。

化」および「一律負担率

と農村・過疎の自治体財政

指標による検証が有用であ

加率（金額ベース）， 財政

金額ベース）， 交付税依存

度（歳入に占

果の一覧は

上げ」のもと

を伴う「改革

行う。前者の

．

める普通交付税のウエイト）の変

表１ 表３，表５ 表 で「

での「三位一体改革」につい

」のシミュレーション結果

特徴は後者との比較により一

大阪府内の 市町村にお

化， 財政力指数の変化で

％の比例負担率化」，表４

て示している。それら２つ

を中心に示し，「一律負担率引

層明確になる。

ける「三位一体改革」のシ

ある。シミュレーション結

で「 ％の一律負担率引

の節では「比例負担率化」

上げ」タイプとの比較を

ミュレーション

１．個人住

ここでは大

最初に，地

では，市と同

（表５）。最上

い地域で，

民税拡充と財政自立度

阪府内の 市町村における

方税（個人住民税）に関する指

様に町村も所得水準が高いた

位の「 ％以上」に位置す

納税義務者総数の ％，

「三位一体改革」のシミュレ

標についてである。市町村民

めに，全ての団体が「

る箕面市，豊中市は高額所得

％が課税所得金額階級「 万

ーション結果を分析する。

税所得割額の平均負担率

％」以上となっている

階級のウエイトが最も高

円超」に属する
）
。改革に

よる平均負担率の増加度では 市， 町村のうち ，８の団体で「 ％」以下を示す

表５

（ ）
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表６

表７

表８

（ ）



「三位一体改革」と個人住民税拡充論（ 田）

表９

表１０

（表６）。箕面

高所得層の負

市と豊中市は ％， ％

担率軽減のインパクトはきわ

で最下位に位置し，平均負担

めて大きい。他方，市，町

率はほとんど変化しない。

村で高い数値を示す泉佐野

市（ ％），

の平均負担率

という共通点

財政自立度

及ぼす。府

（ ％）まで

泉南市（ ％），大東市（

が低いという特徴がみられる

を持っているわけでなく，ミ

の変化をみると，「改革」は

内 市のうち改革前には９団

増加する（表８）。その増加度

％），能勢町（ ％），忠

。しかし，これらは１納税

クロでみるとばらつきがあ

とくに財政力指数 の

体（ ％）が ％以上であ

では 市（ ％）が「

岡町（ ％）には改革前

義務者当りの増収額が高い

ることがわかる。

市，町村に大きな効果を

るが，改革後には 団体

％」以上に位置する（表

（ ）



９）。他方，交

その増加幅は小

％，改革後

立命館経済

付税不交付団体や大阪市では

さい。箕面市，豊中市，吹田

には ％， ％， ％

学（第 巻・第１号）

地方税のウエイトは高まるも

市，高石市は改革前には

， ％となり，増加度では

のの，他の市に比して

％， ％， ％，

％， ％， ％，

％にとどま

地方税増加率

す（表７）。市で

団体である泉

（ ％）ととも

「 ％の一律

中心に財政力が

る。これは財政力の強化に一

をみると，町村では８団体が

は ， の団体が「

佐野市（ ％），箕面市（

に最下位グループを形成する

負担率引上げ」タイプと比較

強い団体では地方税増加率，

定の歯止めをかけることにな

「 ％」で，相対的

％」，「 ％」に位

％），財政力指数 の摂

。

すると次のことが明確になる

平均負担率や地方税の割合の

る。

に市より高い数値を示

置する。交付税不交付

津市（ ％）は大阪市

。交付税不交付団体を

増大は低位にとどまる。

これに対して財政力指数 の団体ではそれらの程度がほぼ同じにな

表１１

ることから，大きな違

表１２

（ ）



「三位一体改革」と個人住民税拡充論（ 田）

表１３

表１４

いがあると

を ％以上

体改革』と地

いえる。表４ではわからない

に，その増加度で 市を

方財政―大阪府と岐阜県の

が，「一律負担率引上げ」タイ

％以上にすることができる。

市町村におけるシミュレーシ

プでは財政自立度で 市

この結果は拙稿「『三位一

ョン分析―」（地方財務，

年３・４月号

おける 市，

定において

％）。この

方が市全体の

）でのそれと対照的である。

市を上回るのではなく下回

基準財政需要額の縮小度をよ

両結果は都市で交付税縮小

財政自立度をより高めるため

つまり，ここでは上述の「比

る。この最大の要因は，地

り小さくしているからであ

が進むほど，「一律負担率引上

に望ましいことを示唆して

例負担率化」のケースに

方交付税に関するモデル設

る（都市では ％に対して

げ」のケースを選択する

いる。

（ ）



２．交付税依

次に，財政力

町村のいずれに

立命館経済

存度と財政力指数の変化

指数や交付税に関する指標の

おいても普通交付税のウエイ

学（第 巻・第１号）

変化を総括する。交付税依存

トは低下し，とくに財政力指

度の変化をみると，市，

数 の団体でそ

の減少度が大き

団体が改革後に

財政力指数

％， ％，

普通交付税減

い数値を示し，

なく交付税不交

い。市では改革前の「

ゼロ，８団体になり，大き

の交野市， の枚方市が

％の減少度で最上位に位

少率では，とくに財政力指数

大きな効果を及ぼすことが

付団体化を示す（表 ）。こ

％」の４団体，「 ％」

な効果があることを確認する

，町村では の熊取町，

置する。

の市，町村において

わかる。市にみる「 ％」

の指標では市より町村の方が

つまり不交付団体の４

ことができる（表 ）。

の豊能町が， ％，

「 ％」の高

の４団体はいうまでも

相対的に低位にとどま

る。

財政力指数の

（表 ）。改革前

改革後には

以上，２市（６

ると，府内では

（ 万人），高石

茨木市（ 万

変化をみると，市，町村の

には府内 市のうち （ ％

（ ％），６（ ％）まで増加す

％）が「 」以上

５から９に増加する。吹田

市（ 万人），田尻町（ 万

人， ），池田市（ 万人，

両方で改革の効果はかなりあ

）， 町村のうち３（ ％）が

る。その増加度では 市（

に位置する（表 ）。交付税不

市（ 年人口 万人），箕面市

人）に加えて豊中市（ 万人

），摂津市（ 万人，

らわれることがわかる

以上であったが，

％）が「 」

交付団体数の変化をみ

（ 万人），泉佐野市

， 年度財政力指数 ），

）が不交付団体となる。

この地域に居住

後の財政力指数

担率アップの是

歳入総額増減

ナスであるが，

団体がプラスで

は ％で最上

する人口の割合（対府内総人

， の大阪市（ 万

非については検討を要しよう

率をみると，町村では田尻町

でほとんど変動

，とりわけ財政力指数 以

位を形成する。

口）は ％から ％まで増

人）が加われば ％に上昇

。

（ ％）と熊取町（ ％）を

はない。他方，市では大阪市

上の団体は高い数値を示し，

大する。改革前，改革

するが，このための負

除く全ての団体がマイ

（ ）を除く全ての

吹田市は ％，茨木市

「 ％の一律

交付団体を除く

違いはみられな

「一律負担率引

度で大阪狭山

「

市のうち大阪

負担率引上げ」タイプと比較

）では普通交付税減少率，交

いのに対し，財政力指数の

上げ」タイプは財政力指数で

市（ 年度財政力指数 ），

」以上にすることができ，よ

市では地方税増加率や財政力

すると次のことが明確にな

付税依存度や交付税不交付団

増加度で小さくない差異をみ

市を 以上にする点で同

枚方市（ ），箕面市（

り大きな効果をあげる（「

指数の増加度が最も低く，財

る。とくに市（交付税不

体数の変化に目立った

つけることができる。

じであるが，その増加

）など７市（ ％）を

」以上， 市）。

政自立度の上昇幅が低

位にとどまり，

指標で違いはほ

ことから「改革

評価が必要であ

理由は都市（大

より低い所得割

歳入総額が唯一減少する。「

とんどみられない。京都市を

」の効果は大都市ではほとん

る。大都市で地方税のウエイ

都市を除く市）と比較すると明

の増加が与えるインパクトは

％の一律負担率引上げ」タ

みると，類似の傾向を確認す

どないため，「市（都市）」で

トの大幅な増大，交付税不交

確になる。前者については市

小さく，後者については１人

イプと比較すると，各

ることができる。この

一括りにしない慎重な

付団体の増加が困難な

税に占めるウエイトが

当りの普通建設事業費

（ ）



支出金や主要

という税財源

大阪府内の

「三位一体改革

な負担補助金がより高いため

構造，さらにこの背景にある

全市町村（ 団体）における

」と個人住民税拡充論（ 田）

に基準財政需要額への大規

経済構造の違いによる。

「三位一体改革」のシミュレ

模な振り替えをもたらす，

ーション結果から次のこ

とが明らかに

累進税率を前

．

１．個人住

なった。都市全体で財政自

提として均等に「負担率」を

京都府内の 市町村にお

民税拡充と財政自立度

立度や財政力（指数）を高める

引き上げる個人住民税拡充

ける「三位一体改革」のシ

ためには，現行の軽度の

の方が望ましい。

ミュレーション

京都府内の

一体改革」の

所得割額

％」， の

に比して歴然

山町（ ％

税義務者総

％が「

全市町村を事例とした，市町

シミュレーション結果を，「

の平均負担率をみると， 市

過疎団体のうち９が「

たる格差がある。過疎地域自

），夜久野町（ ％），伊根町

数の ％， ％， ％

万円超」に属する。改革によ

村民税所得割の「比例税率

一律負担率引上げ」のケース

の全てが「 ％」，

％」に位置している（表

立促進特別措置法により過

（ ％）は低額所得階級のウ

が課税所得金額階級「 万

る平均負担率の増加度をみ

化」のケースによる「三位

と比較しながら示す。

町村のうち が「

５）。大阪府内の市，町村

疎地域に指定されている美

エイトが高い地域で，納

円以下」， ％， ％，

ると，市の全てが「

％」，

町，夜久野町

第１次産業従

財政自立度

ぼす。町村

でにしか低下

になる（表９

町村が「 ％」，９

，伊根町は ％， ％，

事者割合が高い団体ほどその

の変化をみると，「改革」は

ではその前には 団体（ ％

しない（表８）。その増加度

）。他方，全町村の ％に相

過疎団体が「 ％」

％である。財政力指数

程度が増す傾向にある。

市および財政力指数

）が ％以下であるが，そ

では 市のうち９が「

当する ，過疎団体の全てが

に位置する（表６）。美山

が低い，人口規模が小さい，

の町村で大きな効果を及

の後でも 団体（ ％）ま

％」以上に位置すること

「 ％」にとどま

る。美山町

％，

地方税増

い団体ほど強

分以上，２

根町は ％

が最低の

，夜久野町，伊根町をみると

％， ％にとどまり， ％

加率（金額ベース）では，市よ

い傾向がみられる。 町村の

割強以上増加させるほど，所

， ％， ％である。

％，城陽市（ 万人， ）

，改革前 ％， ％，

， ％， ％しか増大し

り町村の方がより高い数値を

６割５分，２割強にあたる

得割の負担が重くなる（表７

市では京都市（ 年人口 万

が最高の ％で，両者には

％であるが，改革後でも

ない。

示し，とくに財政力の弱

，７で地方税収を１割５

）。美山町，夜久野町，伊

人， 年度財政力指数 ）

９％の格差がある。京都

市を除いた平

「 ％の一

はより大きな

も大きく上回

がみられな

なる。また，

均が ％であることから，

律負担率引上げ」タイプと比

上昇を示し，とくに過疎団体

る。他方，財政自立度の変化

い。表４ではわからないが，

その増加度でも 過疎団体が

その例外的地位を確認する

較すると次のことが明確に

ではその傾向が一層強くな

に目を向けると，厳密に照

「一律負担率引上げ」タイプで

「 ％」に位置する

ことができる。

なる。町村では平均負担率

り，さらに地方税増加率で

合しない限りほとんど違い

も 町村が ％以下と

。いずれのケースにおいて

（ ）



も効果はわずか

２．交付税依

立命館経済

であるといえる。

存度と財政力指数の変化

学（第 巻・第１号）

ここでは財政

交付税依存度の

るが，前者で

（ ％）がその

「 ％」，

（表 ）。対照的

町，伊根町では

力指数や交付税に関する指標

増減効果をみると，町村，市

は改革前で 団体（ ％）が

位置にとどまる（表 ）。また

残りの６町が「 ％」

に市のうち財政力指数の高い

普通交付税の割合の減少度は

の変化についてシミュレーシ

のいずれにおいても普通交付

％以上であったのに対

，とくに過疎団体でその減

に位置し，久美浜町と笠置

団体ではその度合いは大きく

％， ％， ％，普通

ョン結果を整理する。

税のウエイトは低下す

し，改革後でも 団体

少度は小さく，６町が

町が ％で最大である

なる。美山町，夜久野

交付税減少率は ％，

％， ％で

ど変化しない。

普通交付税減

その傾向が強く

度は低位にとど

の全てが「

村では「改革」

れないからであ

，地方税増加率や財政自立度

少率（金額ベース）では市で

なる。しかし，財政力指数が

まる。他方， 町村のうち

％」，その２割５分に

によって基準財政収入額が一

る。

の変化をあわせてみると，一

より高くなり，とくに財政力

相対的により高い大阪府内の

が「 ％」， が「

相当する３が「 ％」

定増加しても，基準財政需要

般財源の構造はほとん

指数 の団体で

市と比べると，その程

％」，過疎団体

に位置する（表 ）。町

額に大きな縮小がみら

財政力指数の

では両者に格差

以上であるのに

不交付団体数は

長岡京市（ 万

る人口の割合

人口規模や財政

変化をみると，町村，市の両

があることを確認すること

対し，全町村の ％にあた

１から３に増加し，久御山

人， ），大山崎町（ 万

（対府内総人口）は ％から

力指数が相対的に低いことが

方で改革の効果はかなりあら

ができる。 市のうち （ ％

る が「 」以下

町（ 年人口 万人， 年度財

人， ）が含まれるようにな

％までにしか増大しない。

結果にあらわれている。

われるが，その増加度

）が「 」

である（表 ）。交付税

政力指数 ）に加えて

る。この地域に居住す

大阪府の都市に比して

歳入総額の増

（ ％）を除く

％」

％」に位

「 ％の一律

度，財政力指数

減少率はより高

減率では市に比して町村で

全てでそれは減少する。詳

となるが，この主たる要因は

置し，あまり変動しないこと

負担率引上げ」タイプと比較

，交付税不交付団体数の変化

くなる。この指標について

減少幅がより大きく，久御山

細にみると， ， の町村が

特定財源の縮小である。他

がわかる。

すると次のことが明確になる

でほとんど違いがみられない

，「一律負担率引上げ」タイ

町（ ％）と大山崎町

「 ％」，「

方，市の全てが「

。町村では交付税依存

のに対し，普通交付税

プでは 町村が「

％」，５過

京都府の全市

が明らかになっ

度をより小さく

率を前提とした

疎団体が「 ％」に位

町村（ 団体）における「三

た。「比例負担率化」のケー

し，他方，他の主要な指標の

「一律負担率引上げ」のそれ

置することになる。

位一体改革」のシミュレーシ

スに比して地方税の増収率や

変化を同じにすることができ

が「改革」にとって望ましい

ョン結果から次のこと

交付税の減少率の上昇

る現行の軽度の累進税

。

（ ）



「三位一体改革

．「三位一体改

」と個人住民税拡充論（ 田）

革」シミュレーションの含意

大阪府内お

と，現行の軽

一体改革」シ

「比例税率

方税増加率

方税増加率

よび京都府内の全市町村を

度の累進税率を前提とした

ミュレーションから次のこと

化」のケースでは，都市自治

の上昇度が小さく，財政力指

，交付税減少率は高いものの

事例とした市町村民税所得割

「 ％の一律負担率引上げ」

がわかる。

体において財政自立度（歳入

数（財政力）の増加度も低い。

，財政自立度はそれほど大き

の「 ％の比例税率化」

の両ケースによる「三位

に占める地方税の割合），地

農村・過疎自治体では地

くならず，交付税依存度

（歳入に占める

得層の負担上

ため，「平均

なる。高所得

得層の「負担

「一律負担

方税増加率の

では地方税収

普通交付税の割合）もあまり低

昇率が大きいことによる。そ

負担率」の引上げ幅が大きい

層は個人住民税を軽減される

率」は現行の 倍増大する

率引上げ」のケースでは当然

上昇幅は大きく，財政力指数

自体の増加率，交付税の減少

下しない。後者における地方

の理由は農村・過疎地域で

からである。「負担率」の変

のに対し，低中所得層は負

。

の結果であるが，都市自治体

の増加度も高くなる。これ

度は低い。したがって，財

税の高い増加率は低中所

は平均的な所得水準が低い

化は各所得階層において異

担増加となる。とくに低所

において財政自立度，地

に対して農村・過疎自治体

政自立度はわずかしか上昇

しないし，交

の負担上昇率

て高いためで

上述の結果

っては「比例

第二に，「

をより大きな

付税依存度もそれほど低下し

が小さいことによる。これは

ある。

の含意は次の点にある。第一

税率化」は望ましくなく，現

一律負担率引上げ」は都市団

規模で縮小することができる

ない。後者における地方税

低中所得層が負担する個人

に，所得税の一部移譲によ

行の軽度の累進税率構造が

体により高い税源拡充効果を

。したがって，地方交付税

の低い増収率は低中所得層

住民税のウエイトがきわめ

る個人住民税の拡充にあた

堅持されなければならない。

もたらすので，財政移転

制度を本来の財政調整制度

としての機能

村に対する地

が市（特別区

に占める交付

まり農村・過

差の縮小に対

プロセスであ

に純化する。これに反して

方交付税の５割弱（ 年度決

を含む）向けである（うち大都

税の割合の減少度は相対的に

疎団体に対する財政調整や

するインパクトは小さいが，

る。

「比例税率化」ではそのよう

算 兆円），国庫および府県

市分 兆円， 兆円）。農村

小さいが，その基本的な役

財源保障（ナショナル・ミニマ

交付税改革で十分に対応す

な効果は減殺される。市町

支出金の７割強（ 兆円）

団体では都市に比して歳入

割は財政力の弱い団体，つ

ム）である。地域間税収格

ればよい。重要なのはその

第三に，都

両ケースに

（都市）は

は ％におよ

阪府だけでな

都市（人口

市では人口 万人以上を目安

共通しているが，「一律負担率

団体（ 年４月現在）で，全国

ぶ。交付税不交付団体となる

く全体的に都市的地域である

万人以上）の多くをそれにす

として交付税不交付団体が

引上げ」のケースで顕著であ

市の約１／３を占め，居

可能性が高い財政力指数は

東京都および神奈川県の団

るためには４ ５兆円規模（

全国的に増加する。これは

る。人口 万人以上の市

住人口の割合（対総人口）

以上である。これは大

体にあてはまる。しかし，

兆円の２倍相当）の税源

（ ）



移譲額が必要で

第四に，農村

らざるをえない

立命館経済

ある。

・過疎自治体では地方交付税

。いずれのケースにおいても

学（第 巻・第１号）

を中心とする財政移転が引き

財政自立度の上昇が小さく，

続き財源面の支柱とな

交付税依存度もそれほ

ど低下しないか

本稿では個人

税率化」のケー

らである。

ま

住民税所得割の課税標準額を

スと，現行の軽度の累進税率

と め

用いた税源移譲シミュレー

にもとづく「一律負担率引上

ションについて，「比例

げ」のケースとで「三

位一体改革」を

この研究では

体で小さい）と

都市自治体にお

農村・過疎自治

ことは後者では

「三位一体改

の累進税率を前

シミュレーション分析し，都

課税標準額に対する「平均負

いう概念の導入が決定的な意

いて税源拡充効果，つまり財

体では税収の増加幅は大きく

交付税中心の財政移転が依然

革」の前進にとって，当面，

提として，課税標準額に対す

市・農村関係の視点からその

担率」（現在，それは都市的自

味を持つ。所得割の比例税率

政自立度の引上げ効果が相対

なるが，財政自立度はそれほ

として財源システムの柱とな

比例税率化の想定はマイナス

る「負担率」を均等に引上げ

含意を明らかにした。

治体で大きく，農村的自治

化は，所得水準の高い

的に小さいのに対し，

ど高くならない。この

ることを示している。

面が多く，現行の軽度

る所得税移譲 個人住

民税拡充の方が

）「骨太方

（ 年６月

定），「経

造改革と

「三位一体

望ましいことは明らかである

針」（「基本方針」）は「今後の

日閣議決定），「経済財政運営

済財政運営と構造改革に関する基

経済財政の中期展望について」

改革」について言及している。

。

注

経済財政運営及び経済社会の構造

と構造改革に関する基本方針

本方針 」（ 年６月 日閣議

（ 年１月 日閣議決定分， 年

改革に関する基本方針」

」（ 年６月 日閣議決

決定）をさす。なお，「構

１月 日閣議決定分）も

） 地方の

巻第２

財政制度

府県，全

） 兼村高

村の増収

） 内閣府

樹・吉村

税源拡充のシミュレーションにつ

号， 年４月），東京都税制調査

―』（ 年，東京都主税局）など

市町村を対象にしている。

文・佐竹正好・稲田圭祐「市町村

推計と財政分析―」（地方財務，

編『平成 年版経済財政白書―

恵一『［論・説］地方財政改革シ

いては，内山昭「地方分権と税

会『東京都税制調査会答申―

いくつかの研究成果がある。前

民税拡充のシュミレーション分

年１月・２月号）。

改革なくして成長なし―』（ 年

ミュレーション―地方主権への

源移譲論」（経営と情報第

世紀の地方主権を支える税

者は 府県，後者は全都道

析―千葉県・島根県全市町

，財務省印刷局），岡本直

道標―』（ぎょうせい，

年），なお

らによる

） 地方税

『地方分権

経済新報

税システ

の課題」

，『平成 年度版経済財政白書』

ものである。

源拡充論や三位一体改革論につ

―どう実現するか―』（ 年，丸

社），井堀利宏『財政再建は先送

ム―分権社会への構造改革指針―

（（財）地方自治総合研究所編『地

にある「三位一体改革」のシミ

いては，宮本憲一『財政改革』（

善），神野直彦・金子勝編著『地

りできない』（ 年，岩波書店）

』（ 年，中央経済社），伊東弘

方分権の戦略』 年，第一書林

ュレーションは岡本・吉村

年，岩波書店），重森曉

方に税源を』（ 年，東洋

，林宏昭『これからの地方

文「財政分権の具体的設計

），内山昭「地方分権と地

（ ）



方税拡

神野・

ある。

「三位一体改革

充論―都道府県税を中心に―」

金子両教授は個人住民税所得割

」と個人住民税拡充論（ 田）

（立命館経済学第 巻第５号，

の比例税率化，井堀教授は均等割

年 月）などがある。とくに

の大幅引上げの代表的論者で

） 各市

） シミ

総務省

感謝し

） 大阪

以下」

かった

（追記）「三位

町村の個人住民税所得割徴収率

ュレーションに際しては，大阪

自治税務局市町村税課の職員か

たい。

府内および京都府内の市町村に

，「 万円」，「 万円超」

ため，総務省『平成 年度市町

一体改革」の具体化は迷走した末

は反映させていない。

府総務部市町村課財政グループ，

ら提供していただいたデータをい

おける納税義務者総数に対する課

）の納税義務者数の割合は，平成

村課税状況等の調』より算出され

に， 年 月以降， 年度の

京都府総務部地方課財政係，

くつか用いた。ここに記して

税所得金額階級別（「 万円

年度のデータが入手できな

た平成 年度の数値である。

改革として「所得譲与税」の

創設，国庫支

ている。これ

税源移譲なき

は稿を改めて

（謝辞）本稿の

頻繁に議論の

出金の１兆円削減，地方交付税

は基幹税の税源移譲を欠いている

財政移転の大幅縮小は「三位一体

論じたい。

作成にあたり，内山昭教授（立

場を設けていただいた。この場を

の前年度比 ％減，個人住民税

ことから，本稿の課題に直接的

改革」の目的に反し，重大な問

命館大学経済学部）から多くの

借りて深く感謝申し上げたい。

均等割の引上げなどが確定し

に関わるものとはいえない。

題を抱える。この点について

有益なコメントをいただき，

（ ）
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